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滋賀県議会会議規則の一部を改正する規則

滋賀県議会会議規則（昭和31年滋賀県議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。

「第15章 協議等の場

「第15章 議員の派遣 第122条（協議等の場）

目次中 第122条（議員の派遣） を 第16章 議員の派遣

第16章 補則 第123条（議員の派遣）

第123条（会議規則の疑義）」 第17章 補則

第124条（会議規則の疑義）」

に改める。

第５条第１項を次のように改める。

会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

第38条の見出し中「説明質疑」を「説明、質疑」に改め、同条第１項中「第90

条」を「第91条」に改める。

第16章中第123条を第124条とし、同章を第17章とする。

第122条第１項中「第100条第12項」を「第100条第13項」に改め、第15章中同条

を第123条とし、同章を第16章とし、第14章の次に次の１章を加える。

第15章 協議等の場

（協議等の場）

第122条 法第100条第12項の規定に基づく議案の審査または議会の運営に関し協議

または調整を行うための場（以下「協議等の場」という。）を別表のとおり設け

る。



２ 前項に定めるもののほか、必要があるときは、議会の議決で臨時に協議等の場

を設けることができる。ただし、緊急を要するときは、議長がこれを設けること

ができる。

３ 前項の規定により協議等の場を設けるときは、その名称、目的、構成員および

招集権者を定めなければならない。

４ 前３項に定めるもののほか、協議等の場の組織および運営に関し必要な事項は、

議長が別に定める。

付則の次に次の別表を加える。



別表（第122条関係）

名 称 目 的 構成員 招集権者

各会派代表者会議 役員改選その他議会の議事 議長、副議長および 議長
等に関する各会派間の連 各会派から選出され
絡、協議または調整 た議員

議会改革検討委員会 議長の諮問を受けた議会改 各会派から選出され 議会改革検討委員会委員
革の諸課題に関する協議ま た議員 長（最初に開かれる議会
たは調整 改革検討委員会にあつて

は、議長）

委員会協議会 委員会の審議、運営等に関 委員会委員 委員長
する協議または調整

委員会理事会 委員会運営に関する協議ま 委員長、副委員長お 委員長
たは調整 よび理事

全員協議会 議案の説明および議会運営 全議員 議長（最初に開かれる全
の基本的事項に関する連 員協議会にあつては、世
絡、協議または調整 話人会代表）

一般質問等運営会議 本会議における質疑、質問 議会運営委員会委員 議会運営委員会委員長
等の運営に関する協議また 長および各会派から
は調整 選出された議員

意見書等調整会議 意見書等に関する協議また 議会運営委員会委員 議会運営委員会委員長
は調整 長および各会派から

選出された議員

正副委員長会議 当該年度の委員会運営に関 議長、副議長ならび 議長
する連絡、協議または調整 に各委員会委員長お

よび副委員長

各党派代表会議 世話人会の構成、人選等に 議長、副議長および 議長
関する協議または調整 各会派から選出され

た議員

世話人会 臨時会で新議会を組織する 各会派から選出され 世話人会代表（最初に開
までの諸事項に関する協議 た議員 かれる世話人会にあつて
または調整 は、議長）

県政概要説明会 審議の充実に必要な県の重 全議員 議長
要施策、課題等に関する聴
取または協議

議会概要説明会 議会運営の基本的事項に関 初当選議員 議長
する聴取または協議

議員定数検討委員会 滋賀県議会の定数および選 各会派から選出され 議員定数検討委員会委員
挙区ならびに各選挙区にお た議員 長（最初に開かれる議員
いて選挙すべき議員の数に 定数検討委員会にあつて
関する協議または調整 は、議長）

付 則
この規則は、公布の日から施行する。


